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3)その他

設置向き

以下の場合は道路に対して横向きに設置することを認める。

(1)道路に対して開口部を正面に向けて設置することができない。

　（敷地形状、設備配置、駐車場配置などによる）

(2)設置角度は、道路に対して90度までとする。

(3)ごみボックスの開口方向に有効150cmを確保する。

2)面積

ご

み

庫

1)有効

　面積

20戸以下：3㎡以上

21戸以上：戸数×0.15㎡以上

付近に電柱など構造物がある場合は、開口部を反対側に設ける。

形状・面積によっては、幅員の拡張、両開きスライド扉を検討すること。

4)天井

3)壁部

6)その他 換気が可能な構造、または設備を備えること。

1)容量

アンカーボルトで固定すること。

ﾎﾞｯｸｽ高：110～130cm程度

戸数×90ℓ以上（単身専用の場合：戸数×45ℓ以上）

有効面積2.5㎡程度以上

3)三方囲 基本的に三方囲いを設置すること※表下部「三方囲い」参照

材質：鉄筋コンクリート造など十分な強度を持たせること

排水：汚水の排水対策を講じること

材質：コンクリート・メッシュフェンスなど

材質：メッシュフェンスなど、十分な強度を持たせること

天井高：2.0m以上

構造・基準等

1)設置

　位置

進入路以外に接道がない場合等に限り、接道部分以外でのST設置について協議する。

(留意事項)

・安全に方向転換、又は通り抜けができること。

・開口部が車両停車方向を向いていること。

・水路がある場合は床板設置等を優先検討すること。

・用地内の収集による破損は管理者負担で修理すること。

容易に方向転換又は通り抜けができる道路に開口部が面すること。

収集車停車位置と開口部の間に障害物がないこと。（電柱・植樹帯・手すりなど）

必要な場合に限り、接道部分から1ｍ以内の後退を認める。

既設ごみステーションが利用できない場合は、10戸以下での設置について協議する。

【道路とは公道もしくは一般交通の用に供する場所とする。】

ごみST設置について自治会・近隣住民から合意を得ていること。

前提条件

共

通

夜間収集区域の場合、照明設備を備えること。

2)側溝 コンクリート蓋又はグレーチング蓋で側溝に蓋をすること。

3)その他

2)床部

【【【【開発以外開発以外開発以外開発以外：：：：共同住宅共同住宅共同住宅共同住宅・・・・長屋等長屋等長屋等長屋等】】】】可燃可燃可燃可燃ごみごみごみごみSTSTSTST用用用用チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト

項　目

10戸以上の計画であること。

必要な場合を除き、交差点付近は避けること。

設置上限：合計2500ℓまで（大型ボックス２基程度）

5)扉部

三

方

囲

ボックス、ごみ庫の設置が難しい場合。1)条件

2)面積 ごみ庫同様

床部：ごみ庫同様

4)その他 カラス除けネットなどの飛散防止策を講じること。

壁部：コンクリートブロック４段程度で、鉄筋等で補強すること

3)構造

引き扉・ドア開口部の幅員有効90㎝以上・外側ドアがスライド

ストッパー設置：指詰め防止に考慮した構造とすること。

ドア取っ手や金具が、道路部へ越境しないように施工すること


